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〔留意事項〕 

・ 本財務書類は、「省庁別財務書類の作成基準」に基づいて作成しております。 

・ 省庁別財務書類は、各省庁における財務情報の提供等を目的として一般会計を

各省庁単位で区分し、所管の特別会計を合算し、各省庁に資産や負債が帰属する

と擬制するなどの一定の仮定に基づいて作成するものであり、各省庁が会計的に

独立しているものではない点にご留意下さい。 

・ 省庁別財務書類を充分理解して頂くため、「省庁別財務書類の作成基準」及び各

省庁の所掌する業務内容等も併せてご覧下さい。 
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注 記 

 

１ 重要な会計方針 

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法 

燃料については、販売を目的としていないことから、取得価格より平均原価法によって評価し、計上

している。 

(2) 減価償却の方法等 

① 有形固定資産 

国有財産（公共用財産を除く）については、国有財産台帳の価格改定に適用される耐用年数に基づ

く定率法（平成 19年 4 月 1 日以後に新築した建物は定額法）によっている。なお、残存価額まで到達

している国有財産（公共用財産を除く）については、耐用年数を経過した翌会計年度から 5年間で備

忘価格 1円まで均等償却を行っている。 

物品（美術品を除く）については、車両は定率法、その他の物品は「減価償却資産の耐用年数等に

関する省令」に定める耐用年数に基づく、残存価額を取得原価の 10％とした定額法によっている。な

お、残存価額まで到達している物品については、耐用年数を経過した翌会計年度から 5 年間で備忘価

格 1 円まで均等償却を行っている。 

ファイナンス･リース取引に伴うリース物件については、取得価格相当額を計上し、リース期間終了

後の残存価格をゼロとした定額法による減価償却を行っている。 

② 無形固定資産 

ソフトウェアについては、取得に要した費用を資産価額とし、利用可能期間(5 年)に基づく定額法

によっている。 

特許権等については、国有財産台帳上、取得時点において取得価格はゼロとして計上され、その後

価格改定時に評価額が決定されることから、減価償却は行わず、国有財産台帳価額を計上している。 

(3) 出資金の評価基準及び評価方法 

① 市場価格のないもの 

全て「国有財産法」の規定により政府出資等として管理されている出資金であり、会計年度末にお

ける国有財産台帳価格によって評価している。 

(4) 引当金の計上基準及び算定方法 

① 貸倒引当金 

未収金のうち徴収停止等債権については、全額を回収不能見込額として計上し、履行期限到来等債

権については、過去 3 年間の貸倒実績率に基づく回収不能見込額又は個別債権ごとの回収可能性を勘

案した回収不能見込額を計上している。 

② 賞与引当金 

6 月支給分の期末手当及び勤勉手当の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分

（期末手当及び勤勉手当の 6 月支給分の 4/6）を計上している。 

③ 退職給付引当金 

退職手当に係る退職給付引当金については、自己都合による期末要支給額を、次の計算方法により

計上している。 

・基本額 … 勤続年数別の職員数 × 平均給与 × 自己都合退職手当支給率 

・調整額 … 「国家公務員退職手当法」第 6 条の 4 に定められた区分別の職員数 × 想定され

る調整月額単価 × 60ヶ月 

国家公務員及び地方公務員共済年金のうち、整理資源（昭和 34 年 10 月前の恩給公務員期間に係る

給付分等）に係る引当金については、将来給付見込額の割引現在価値を計上している。 

「国家公務員災害補償法」に基づく補償のうち、遺族補償年金に係る引当金については、「支給率×

平均給与×割引率」により算出し、遺族特別給付金（年金）に係る引当金については、「遺族補償年金

に係る引当金の額×特別支給率」により算出した額を計上している。 
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(5) その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

① 消費税等の会計処理方法 

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。 

  ② 退職給付引当金の算定において用いる平均給与上昇率及び割引率について 

・平均給与上昇率 ： 2.9% 

（平成 26年財政検証で用いられている長期的な賃金上昇率から算出） 

・割 引 率 ： 4.2% 

（平成 26年財政検証で用いられている長期的な運用利回りから算出） 

 

２ 偶発債務 

(1) 係争中の訴訟等で損害賠償の請求を受けているもの 

（単位：百万円）

請求金額
南相馬避難解除取消等請求事
件

80 東京地裁
平成27年（行ウ）第
238号、同第381号

原告は、原子力災害現地対策本部長
の行った南相馬市の特定避難勧奨地
点の解除により、支援措置が打ち切
られ、未だ線量が高い自宅への帰還
を余儀なくさせられることは違法で
あるとして、国に対し、特定避難勧
奨地点の解除の取り消し（主位的請
求）、特定避難勧奨地点に設定され
ている地位にあることの確認（予備
的請求）と、損害賠償を求めたも
の。

損害賠償請求事件 138 東京地裁
平成24(ﾜ)36185
東京高裁
平成28(ﾈ)3783

平成24年12月21日提訴（勝訴）
平成28年７月11日提訴
戦前、夫（故人）が特高によるでっ
ち上げ逮捕や取調時の拷問等により
損害を被ったとして提訴。

損害賠償請求事件 12 鳥取地裁
平26(ﾜ)169

平成26年10月15日提訴
鳥取県情報通信部職員による人身交
通事故。

判決等違憲確認及び損害賠償
請求事件

8 東京地裁立川支部
H27(ﾜ)669

平成27年４月１日提訴
警視庁捜査第二課が元最高裁長官ら
に対する告訴状を不受理としたこと
について、国が都に対して告訴を受
理させる義務付けを求めて提訴。

国家賠償請求事件 2 東京地裁
平28(ﾜ)8123

平成28年３月10日提訴
警察庁の管理するデータベースの設
置管理の瑕疵により暴力団組員と認
定されて逮捕されたとして提訴。

電子機械で脳に作用するマイ
ンドコントロール、損傷事案
（損害賠償）国賠請求事件

160 横浜地裁
H27(ﾜ)5193
東京高裁
H28(ﾈ)4874

平成27年12月28日提訴（勝訴）
平成28年９月28日提訴
警察庁及び警視庁が共同して原告に
電磁波を放射するなどの不法行為を
したとして提訴。

損害賠償請求事件 10 東京地裁
H28(ﾜ)25206
東京高裁
H29(ﾈ)1353

平成28年７月29日提訴(勝訴)
平成29年３月15日提訴
警察が一般人と共謀し、住居侵入等
の不法行為について警視庁に告訴し
たが受理してもらえなかったとして
提訴。

損害賠償請求事件 30 佐賀地裁
H28(ﾜ)283

平成28年８月22日提訴
警察官と副検事が共謀して実況見分
調書等を偽造したとして提訴。

被疑者DNA型記録抹消等請求事
件

1 東京地裁
H28(ﾜ)40017

平成28年11月18日提訴
誤認逮捕された原告が、逮捕時に作
成された指紋記録等が保管され、内
部利用されているなどとして提訴。

課徴金納付命令処分取消等請
求訴訟

3 東京地方裁判所
平成27年（行ウ）51

金融庁長官による課徴金納付命令の
取消しを求めるとともに、課徴金納
付命令により、シンガポールにおい
て投資運用業務が継続できなくなっ
たなどと主張して、国家賠償を求め
ている事案。

訴訟の略称 事件番号 訴訟の概要
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（単位：百万円）

請求金額

国家損害賠償訴訟請求 111 東京地方裁判所
平成27年（ワ）30695

証券取引等監視委員会が、内閣総理
大臣及び金融庁長官に対して、原告
に課徴金納付命令を発するよう勧告
を行ったことに対し、原告が、①当
委員会のウェブサイトにて勧告公表
を行ったことは、違法に原告の名
誉・信用を毀損して損害を与えるも
のであるなどと主張し、上記損害と
して約１億円の支払いを求めるとと
もに、②本件勧告に基づき開始され
た審判手続における送達手続が違法
であり損害を被ったなどとして、２
０万円の支払いを求めている事案。

国家損害賠償訴訟請求 7 東京地方裁判所
平成28年（ワ）28403

特定証券会社の犯則行為を明らかに
するために生じたコストなど有形無
形の損害として600万円の支払いを
求めている事案。

国家損害賠償訴訟請求 141 福島地方裁判所いわき
支部
平成28年（ワ）28403

原告が特定銀行について銀行法に基
づく説明義務を果たすよう改善を求
めたにもかかわらず、同行に対し業
務改善命令や行政指導が行われてお
らず、作為義務違反が認められると
して損害賠償を求めている事案。

（注２）請求金額が1百万円以上の件名を記載している。

（注１）訴訟の見込、結果にかかわらず、平成29年3月31日現在の請求金額を記載している。

訴訟の略称 事件番号 訴訟の概要

 

 

３ 翌年度以降支出予定額 

(1) 歳出予算の繰越し 

歳出予算の繰越しに係る翌年度の支出予定額 110,874 百万円 

(2) 国庫債務負担行為 

国庫債務負担行為による翌年度以降に係る支出予定額 270,900 百万円 

 

４ 追加情報 

(1) 合算する特別会計 

省庁別財務書類においては、以下の特別会計を合算している。 

・交付税及び譲与税配付金特別会計（内閣府所管分） 

・エネルギー対策特別会計（電源開発促進勘定） 

・年金特別会計（子ども・子育て支援勘定） 

 ・東日本大震災復興特別会計（内閣府所管分） 

(2) 出納整理期間 

出納整理期間が設けられており、出納整理期間中の現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計

年度末の計数としている。 

(3) 財政法第 44条の資金 

（注 1） 財政法第 44条の資金とは、一会計年度内に消費し尽くすことを予定せず、一般の現金と区分して保有、運用され、

主として歳計外で経理される金銭である。 

（注 2） 根拠法令については、平成 28年 3月 31日現在のものを記載している。 

(4) 業務費用計算書における収益の計上 

 ・「退職給付引当金繰入額」において、退職給付引当金の戻入額（退職給付引当金減少額）30 百万円が

計上されている。 

 ・「資産処分損益」において、有形固定資産の処分益 699 百万円が計上されている。 

所属会計 資金名 根拠法令 内容 

年金特別会計子

ども・子育て支

援勘定 

積立金 「特別会計に関する法

律」第 118条 

児童手当等交付金並びに地域子ども・子育て支援事業

費の財源に充てるために設置している。 
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(5) 表示科目の説明 

① 貸借対照表 

ア 資産の部 

・「現金・預金」には、日本銀行預金及び財政融資資金預託金を計上している。 

・「たな卸資産」には、燃料を計上している。 

・「未収金」には、価格協定等違反者納付金及び損害賠償金債権等を計上している。 

・「未収収益」には、預託金に係る利子の当年度分を計上している。 

・「前払費用」には、翌年度以降分の自動車損害賠償責任保険料の前払保険料等を計上している。 

・「貸付金」には、地方公共団体への貸付金を計上している。 

・「その他の債権等」には、財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定への前渡不動産を計上してい

る。 

・「貸倒引当金」には、価格協定等違反者納付金等の貸倒見積額を計上している。 

・「国有財産（公共用財産を除く）」には、建設仮勘定を除き、国有財産台帳価格を計上している。 

・「土地」には、主に庁舎敷地等に係る用地を計上している。 

・「立木竹」には、主に庁舎敷地の樹木を計上している。 

・「建物」には、主に庁舎を計上している。 

・「工作物」には、主に庁舎に係る工作物を計上している。 

・「船舶」には、警察用船舶を計上している。 

・「航空機」には、警察用航空機を計上している。 

・「建設仮勘定」には、会計年度末に未完成の庁舎施設等に係る前払金相当額を計上している。 

・「物品」には、取得価格（見積価格）が 50 万円以上の物品（美術品については 300 万円以上）に

ついて、美術品を除く物品は取得価格（見積価格）から減価償却費相当額を控除した後の価額、

美術品は取得価格（見積価格）で計上している。 

・「無形固定資産」には、電話加入権、ソフトウェア仮勘定、特許権等については取得価格等、ソフ

トウェアについては取得に要した費用又は国有財産台帳価格から減価償却費相当額を控除した後

の価額で計上している。 

・「出資金」には、沖縄振興開発金融公庫等に対する出資額を計上している。 

イ 負債の部 

・「未払金」には、児童手当等交付金に係る未払額等を計上している。 

・「保管金等」には、契約保証金として受け入れた見合いの額の残高を計上している。 

・「賞与引当金」には、6月支給の期末手当・勤勉手当に係る本会計年度分を計上している。 

・「退職給付引当金」には、退職手当のほか、整理資源等に係る引当金を計上している。 

・「その他の債務等」には、リース債務等を計上している。 

② 業務費用計算書 

・「人件費」には、決算書の使途別分類が「人件費」に該当するもののうち職員等に係るもの（職員の

手当、非常勤職員の手当及び休職者の手当等）及び決算書の使途別分類が「補助費・委託費」に該

当するもののうち国家公務員共済組合負担金等として支出した額に、児童手当の未払金や退職手当、

賞与及び国家公務員災害補償年金に関する引当金等の発生主義による調整を行ったものを計上して

いる。 

・「賞与引当金繰入額」には、6 月支給の期末手当及び勤勉手当の支給見込額のうち当該年度に帰属す

る部分を計上している。 

・「退職給付引当金繰入額」には、退職給付引当金への繰入額を計上している。 

・「補助金等」には、決算書の使途別分類が「補助費・委託費」に該当するもののうち、「補助金等に

係る予算の執行の適正化に関する法律」第 2 条第 1 項で規定する補助金等に該当するものから施設

整備支出にかかるものを控除した額を計上している。 

・「交通安全対策特別交付金」には、「道路交通法」の規定に基づき都道府県及び市町村に交付した額
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を計上している。 

・「委託費」には、遺棄化学兵器廃棄処理事業等委託費等を計上している。 

・「支出金」には、「道路交通法」に基づく通知書送付費支出金等を計上している。 

・「分担金」には、国際刑事警察会議等分担金等を計上している。 

・「拠出金」には、国際機関等拠出金等を計上している。 

・「補給金」には、総合特区支援利子補給金等を計上している。 

・「独立行政法人運営費交付金」には、独立行政法人に対する運営費交付金を計上している。 

・「自動車安全特別会計への繰入」には、空港の整備に要する経費の財源として特別会計に繰り入れた

額を計上している。 

・「年金特別会計業務勘定への繰入」には、「特別会計に関する法律」の規定に基づき子ども・子育て

拠出金の徴収に関する費用等に充てるため、年金特別会計業務勘定への繰入額を計上している。 

・「庁費等」には、決算書の使途別分類が「物件費」及び「施設費」に該当するもののうち、他の科目

で計上されていないものであって資産計上されていないものを計上している。 

・「その他の経費」には、決算書の使途別分類が「旅費」及び「その他」に該当するもの並びに単独の

科目で表示するには金額の少ないもの等を計上している。 

・「減価償却費」には、有形固定資産及び無形固定資産に係る減価償却費を計上している。 

・「貸倒引当金繰入額」には、債権等の貸倒れに伴う費用及び損失の見込額のうち、当該年度に係る額

を計上している。 

・「支払利息」には、ＰＦＩ事業に関して発生した利息を計上している。 

・「資産処分損益」には、有形固定資産、無形固定資産の売却、除却及び有償譲渡により生じた損益を

計上している。 

③ 資産・負債差額増減計算書 

・「前年度末資産・負債差額」には、前年度の貸借対照表の「資産・負債差額」の額を計上している。 

・「本年度業務費用合計」には、業務費用計算書の「本年度業務費用合計」の額を計上している。 

・「主管の財源」には、主管歳入の徴収決定済額から政府資産整理収入等を除いた額を計上している。 

・「配賦財源」には、所管の支出済歳出額と主管の収納済歳入額との差額を計上している。 

・「自己収入」には、東日本大震災復興特別会計の都道府県からの返納金等を計上している。 

・「無償所管換等」には、資産・負債差額の増減要因ではあるが、業務実施に伴い発生した費用と整理

することが適当でないものを計上している。 

・「資産評価差額」には、国有財産の台帳価格の改定に伴う評価差額を計上している。 

・「本年度末資産・負債差額」には、本年度の貸借対照表の「資産・負債差額」の額を計上している。 

④ 区分別収支計算書 

ア 業務収支 

・「主管の収納済歳入額」には、主管歳入の収納済歳入額を計上している。 

・「配賦財源」には、所管の支出済歳出額と主管の収納済歳入額との差額を計上している。 

・「自己収入」には、東日本大震災復興特別会計の都道府県からの返納金等を計上している。 

・「貸付金の回収による収入」には、東日本大震災復興特別会計の災害援護貸付金の回収に伴う収入

を計上している。 

・「固定資産の売却による収入」には、国有財産等の売却に伴う収入を計上している。 

・「前年度剰余金受入」には、年金特別会計子ども・子育て支援勘定等の前年度剰余金を計上してい

る。 

・「資金からの受入（予算上措置されたもの）」には、予算上措置された資金からの受入額を計上し

ている。 

・「人件費」には、決算書の使途別分類が「人件費」に該当するもののうち職員等に係るもの（職員

の手当、非常勤職員の手当及び休職者の手当等）及び決算書の使途別分類が「補助費・委託費」

に該当するもののうち国家公務員共済組合負担金等として支出した額を計上している。 
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・「補助金等」には、決算書の使途別分類が「補助費・委託費」に該当するもののうち、「補助金等

に係る予算の執行の適正化に関する法律」第 2 条第 1項で規定する補助金等に該当する支出額を

計上している。 

・「交通安全対策特別交付金」には、「道路交通法」の規定に基づき都道府県及び市町村に交付した

額を計上している。 

・「委託費」には、遺棄化学兵器廃棄処理事業等委託費等を計上している。 

・「支出金」には、「道路交通法」に基づく通知書送付費支出金等を計上している。 

・「分担金」には、国際刑事警察会議等分担金等を計上している。 

・「拠出金」には、国際機関等拠出金等を計上している。 

・「補給金」には、総合特区支援利子補給金等を計上している。 

・「独立行政法人運営費交付金」には、独立行政法人に対する運営費交付金を計上している。 

・「自動車安全特別会計への繰入」には、空港の整備に要する経費の財源として特別会計に繰り入れ

た額を計上している。 

・「年金特別会計業務勘定への繰入」には、「特別会計に関する法律」の規定に基づく子ども・子育

て拠出金の徴収に関する費用等に充てるため、年金特別会計業務勘定への繰入額を計上している。 

・「貸付けによる支出」には、災害援護貸付金を計上している。 

・「出資による支出」には、日本医療研究開発機構に対する政府出資を計上している。 

・「庁費等の支出」には、決算書の使途別分類が「物件費」及び「施設費」に該当の支出のうち、施

設整備支出に計上されないもので他の科目で計上されていないものを計上している。 

・「その他の支出」には、決算書の使途別分類が「旅費」及び「その他」に該当する支出並びに単独

の科目で表示するには金額の少ないもの等を計上している。 

・「立木竹に係る支出」には、有形固定資産増加額のうち立木竹の取得に係る支出を計上している。 

・「建物に係る支出」には、有形固定資産増加額のうち建物の取得に係る支出を計上している。 

・「工作物に係る支出」には、有形固定資産増加額のうち工作物の取得に係る支出を計上している。 

・「船舶に係る支出」には、前会計年度において、有形固定資産増加額のうち船舶の取得に係る支出

を計上している。 

・「航空機に係る支出」には、有形固定資産増加額のうち航空機の取得に係る支出を計上している。 

・「建設仮勘定に係る支出」には、有形固定資産増加額のうち未完成資産等に係る経費を計上してい

る。 

・「業務収支」には、財源合計から業務支出合計を控除した額を計上している。 

   イ 財務収支 

・「リース債務の返済による支出」には、リース物件に係る支払額を計上している。 

・「ＰＦＩ債務の返済による支出」には、ＰＦＩに係る支払額を計上している。 

・「利息の支払額」には、リース債務及びＰＦＩ債務に係る利息の支払額を計上している。 

・「財務収支」には、「リース債務の返済による支出」及び「ＰＦＩ債務の返済による支出」、「利息

の支払額」の合計額を計上している。 

ウ 本年度収支以下の区分 

・「資金への繰入（決算処理によるもの）」には、決算整理による財政法第 44条の資金への繰入を計

上している。 

・「翌年度歳入繰入」には、「本年度収支」に「資金への繰入（決算処理によるもの）」を減算したも

のを計上している。 

・「資金本年度末残高」には、財政法第 44条の資金の本年度末残高を計上している。 

・「その他歳計外現金・預金本年度末残高」には、契約保証金等一般会計において保有する歳計外の

現金・預金を計上している。 

・「本年度末現金・預金残高」には、「翌年度歳入繰入」に「資金本年度末残高」及び「その他歳計

外現金・預金本年度末残高」を加えたものを計上している。計上額は、貸借対照表の現金・預金
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と一致する。 

(6) その他省庁の財務内容を理解するために特に必要と考えられる情報 

① 百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。 

② 百万円未満の計数がある場合には「0」で表示し、該当計数が皆無の場合には「-」で表示している。 

③ 重要な会計処理の誤謬の修正 

ア 前年度の貸借対照表の「物品」において、報告漏れ等により 4,989 百万円の過小計上となってい

たため、本年度の貸借対照表の「物品」及び資産・負債差額増減計算書の「無償所管換等」におい

て、それぞれ同額を修正計上している。 

イ 前年度の貸借対照表の「退職給付引当金」において、集計上の誤りにより 337 百万円の過大計上

となっていたため、本年度の貸借対照表の「退職給付引当金」及び資産・負債差額増減計算書の「無

償所管換等」において、それぞれ同額を修正計上している。 

④ 「除染に関する緊急実施基本方針」の迅速な実施について（平成 23 年 8 月 26 日閣議決定）に基づ

き国が直轄により、又は国庫補助金等を交付して実施した汚染土壌等の除染等、放射性汚染廃棄物処

理事業及び中間貯蔵施設検討・整備事業に要した費用に係る東京電力株式会社に対する求償について

は、内閣府一般会計においては、平成 28 年度末までに 80,065 百万円求償し、うち 42,041 百万円に

ついて既に支払いを受けている。 
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附属明細書 

 

１ 貸借対照表の内容に関する明細 

(1) 会計別の資産及び負債の明細 

（単位：百万円）

一般会計
交付税及び譲
与税配付金特

別会計

エネルギー対
策特別会計

（電源開発促
進勘定）

年金特別会計
（子ども・子
育て支援勘

定）

東日本大震災
復興特別会計

相殺消去 合算合計

＜資産の部＞

現金・預金 111 8,901 10,519 128,800 - - 148,332

たな卸資産 0 - - - - - 0

未収金 7,621 - - 7 - - 7,629

未収収益 - - - 0 - - 0

前払費用 23 - - - - - 23

貸付金 28,904 - - - 13,986 - 42,891

他会計繰入未収金 - - - 182,664 - △ 182,664 -

その他の債権等 705 - - - - - 705

貸倒引当金 △ 137 - - - △　0 - △ 138

有形固定資産 1,077,329 - 39 38,829 - - 1,116,197

国有財産（公共用財産を除く） 952,838 - - 38,704 - - 991,542

土地 684,550 - - 34,004 - - 718,554

立木竹 2,336 - - 7 - - 2,343

建物 169,353 - - 3,684 - - 173,037

工作物 76,775 - - 1,008 - - 77,784

船舶 3,466 - - - - - 3,466

航空機 13,326 - - - - - 13,326

建設仮勘定 3,028 - - - - - 3,028

物品 124,490 - 39 124 - - 124,654

無形固定資産 9,011 - - 33 - - 9,045

出資金 158,803 - - - - - 158,803

資産合計 1,282,375 8,901 10,558 350,335 13,986 △ 182,664 1,483,492

＜負債の部＞

未払金 19,966 - 0 209,237 - - 229,204

保管金等 111 - - - - - 111

賞与引当金 8,802 - 41 13 - - 8,857

退職給付引当金 169,515 - 427 159 - - 170,102

他会計繰入未済金 182,664 - - - - △ 182,664 -

その他の債務等 13,121 - - - - - 13,121

負債合計 394,183 - 469 209,410 - △ 182,664 421,397

＜資産・負債差額の部＞

資産・負債差額 888,192 8,901 10,089 140,925 13,986 - 1,062,094  

 

(2) 資産項目の明細 

① 現金・預金の明細 

（単位：百万円）

内容 本年度末残高

政府預金（日本銀行預金） 107,238

財政融資資金預託金 41,094

合計 148,332  
 

② たな卸資産の明細 

（単位：百万円）

種類 前年度末残高 本年度増加額 本年度減少額
たな卸資産評

価損
評価差額 本年度末残高

燃料 0 3 3 - - 0

合計 0 3 3 - - 0

（注）燃料については、販売を目的としていないことから、取得原価より平均原価法によって評価し、計上している。  
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③ 未収金の明細 

（単位：百万円）

内容 相手先 本年度末残高

不動産売払債権 個人 4

物件貸付料債権 個人等 66

利息債権 個人等 1

返納金債権 個人等 8

弁償金債権 個人 0

損害賠償金債権 法人等 1

延滞金債権 法人等 7

価格協定等違反者納付金 価格協定等違反者 7,539

立替金返還金債権 個人 0

合計 7,629  

 

④ 貸付金の明細 

（単位：百万円）

貸付先 前年度末残高 本年度増加額 本年度減少額 本年度末残高 貸付事由等

地方公共団体 43,414 1,189 1,713 42,891
「災害弔慰金の支給等に関する法
律」第12条に基づく貸付金

合計 43,414 1,189 1,713 42,891  

 

⑤ その他の債権等の明細 

（単位：百万円）

債権の種類 相手先 本年度末残高 債権の内容等

財政投融資特別会計特定国有
財産整備勘定に対する前渡不
動産

財政投融資特別会計特定国有
財産整備勘定

705
財政投融資特別会計特定国有財産
整備勘定への前渡不動産

合計 705  

 

⑥ 貸倒引当金の明細 

（単位：百万円）

前年度末残高 本年度増減額 本年度末残高 前年度末残高 本年度増減額 本年度末残高

未収金 2,163 5,375 7,539 136 0 137

徴収停止等債権 115 △ 1 113 115 △ 1 113

履行期限到来等債権 1,157 △ 935 222 21 2 24

上記以外の債権 890 6,312 7,202 - - -

貸付金 14,120 △ 133 13,986 - 0 0

徴収停止等債権 - - - - - -

履行期限到来等債権 - - - - - -

上記以外の債権 14,120 △ 133 13,986 - 0 0

合計 16,283 5,241 21,525 136 1 138

区分
貸付金等の残高 貸倒引当金の残高

摘要

未収金、貸付金
のうち徴収停止
等債権について
は、全額を回収
不能見込額とし
て計上し、履行
期限到来等債権
及び上記以外の
債権について
は、過去3年間
の貸倒実績率に
基づく回収不能
見込額又は個別
債権ごとの回収
可能性を勘案し
た回収不能見込
額を計上してい
る。  
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⑦ 固定資産の明細 

（単位：百万円）

区分 前年度末残高 本年度増加額 本年度減少額
本年度

減価償却額

評価差額
(本年度発生

分)
本年度末残高

（有形固定資産）

国有財産（公共用財産を除く） 977,606 15,501 6,082 25,094 29,612 991,542

行政財産 940,762 15,471 6,081 24,614 27,014 952,552

土地 659,407 1,709 3,807 - 26,991 684,300

立木竹 2,320 5 11 - 23 2,336

建物 173,555 3,674 334 7,553 - 169,342

工作物 84,370 3,392 384 10,602 - 76,775

船舶 4,105 2 25 639 - 3,442

航空機 15,250 3,893 0 5,817 - 13,326

建設仮勘定 1,752 2,793 1,517 - - 3,028

普通財産 36,844 29 0 480 2,597 38,990

土地 31,652 3 - - 2,597 34,254

立木竹 7 - - - 0 7

建物 3,869 0 0 174 - 3,695

工作物 1,314 - 0 305 - 1,009

船舶 0 25 0 1 - 23

航空機 0 0 0 - - 0

物品 126,776 34,733 3,122 33,733 - 124,654

　物品（美術品を除く） 126,246 34,733 3,122 33,733 - 124,125

　美術品 529 - - - - 529

小計 1,104,383 50,235 9,205 58,828 29,612 1,116,197

（無形固定資産）

国有財産 1 3 0 - △ 0 4

行政財産 1 3 0 - △ 0 4

著作権及び特許権等 1 3 0 - △ 0 4

ソフトウェア 5,562 1,335 - 1,656 - 5,241

ソフトウェア仮勘定 147 56 0 - - 204

電話加入権 3,588 47 40 - - 3,595

小計 9,301 1,442 41 1,656 △ 0 9,045

合計 1,113,684 51,677 9,246 60,484 29,611 1,125,242  

 

⑧ 出資金の明細 

ア 出資金の増減の明細 

（単位：百万円）

法人名等 前年度末残高
評価差額の

戻入
本年度増加額 本年度減少額

評価差額（本
年度発生分）

強制評価減 本年度末残高

【市場価格のないもの】

○公庫

沖縄振興開発金融公庫 68,296 △ 30,495 - - 30,660 - 68,461

○認可法人

預金保険機構

（一般勘定） 150 △ 150 - - 150 - 150

（東日本大震災事業者再生支
援勘定）

18,678 1 - - △ 2 - 18,677

（地域経済活性化支援勘定） 2,994 5 - - △ 6 - 2,993

○独立行政法人

国立公文書館 4,546 2,633 - - △ 2,819 - 4,360

国民生活センター 7,740 1,160 - - △ 1,196 - 7,705

北方領土問題対策協会

（一般業務勘定） 288 △ 32 - - 186 - 442

○国立研究開発法人

日本医療研究開発機構 - - 55,000 - 1,012 - 56,012

合計 102,694 △ 26,875 55,000 - 27,985 - 158,803  
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イ 市場価格のない出資金の純資産額等の明細 

(単位：百万円）

出資先
資産
(A)

負債
(B)

純資産額
(C=A-B)

資本金
(D)

一般会計から
の出資累計額

(E)

出資割合
(F=E/D) %

純資産額に
よる算出額
(G=C×F)

貸借対照表計
上額（国有財
産台帳価格）

使用財務諸表

○公庫

沖縄振興開発金融公庫 861,144 781,629 79,515 77,671 66,873 86.09% 68,461 68,461 法定財務諸表

○認可法人

預金保険機構

（一般勘定） 3,227,755 3,227,300 455 455 150 32.96% 150 150 法定財務諸表

（東日本大震災事業者再生
支援勘定）

18,677 0 18,677 18,680 18,680 100.00% 18,677 18,677 法定財務諸表

（地域経済活性化支援勘
定）

25,626 9,660 15,965 16,000 3,000 18.75% 2,993 2,993 法定財務諸表

○独立行政法人

国立公文書館 5,421 1,060 4,360 7,179 7,179 100.00% 4,360 4,360 法定財務諸表

国民生活センター 9,140 1,434 7,705 8,901 8,901 100.00% 7,705 7,705 法定財務諸表

北方領土問題対策協会

（一般業務勘定） 718 275 442 256 256 100.00% 442 442 法定財務諸表

○国立研究開発法人

日本医療研究開発機構 83,907 27,894 56,012 55,000 55,000 100.00% 56,012 56,012 法定財務諸表

合計 4,232,391 4,049,256 183,135 184,144 160,041 - 158,803 158,803  

 

(単位：百万円）

出資先
一般会計か
らの出資累

計額

貸借対照表
計上額

資産評価差
額

強制評価減
実施累計額

強制評価減実施年度

○公庫

沖縄振興開発金融公庫 66,873 68,461 30,660 29,072 平成14年度

○認可法人

預金保険機構

（一般勘定） 150 150 150 150 平成13年度

合計 67,023 68,611 30,810 29,222

（注）以下の出資金については、本年度もしくは過年度において強制評価減を実施している。
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(3) 負債項目の明細 

① 未払金の明細 

（単位：百万円）

内容 相手先 本年度末残高

児童手当等交付金 市町村 209,236

児童手当 職員 153

対馬丸遭難学童遺族特別支出金 個人 0

公務災害補償費 職員等 16

利子補給金 指定金融機関 1,797

PFI事業 法人 17,974

国際学術連合会議等分担金 学術団体 25

合計 229,204  

 

②  退職給付引当金の明細 

（単位：百万円）

区分 前年度末残高 本年度取崩額 本年度増加額 本年度末残高

退職手当に係る引当金 126,056 11,403 12,565 127,218

整理資源に係る引当金 43,539 3,153 881 41,266

国家公務員災害補償年金に係
る引当金

1,766 145 △ 5 1,616

合計 171,362 14,702 13,441 170,102

（注）退職手当に係る引当金の本年度取崩額11,403百万円のうち、0百万円は、平成28年度
において一般会計から東日本大震災復興特別会計に職員が異動したことによる減少額であ
る。  

 

③ その他の債務等の明細 

（単位：百万円）

債務の種類 相手先 本年度末残高

リース債務 法人 9,497

未渡不動産
財政投融資特別会計特定国有財
産整備勘定

3,519

東日本大震災復興特別会計にお
いて計上している退職給付引当
金のうち、内閣府一般会計が負
担する退職給付引当金相当額

東日本大震災復興特別会計 104

合計 13,121  
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２ 業務費用計算書の内容に関する明細 

(1) 会計別の業務費用の明細 

（単位：百万円）

一般会計
交付税及び譲
与税配付金特

別会計

エネルギー対
策特別会計

（電源開発促
進勘定）

年金特別会計
（子ども・子
育て支援勘

定）

東日本大震災
復興特別会計

相殺消去 合算合計

人件費 130,317 - 550 165 - - 131,033

賞与引当金繰入額 8,802 - 41 13 - - 8,857

退職給付引当金繰入額 13,400 - 38 3 - - 13,441

補助金等 1,061,095 - 8,265 1,541,215 37,608 - 2,648,185

交通安全対策特別交付金 - 58,010 - - - - 58,010

委託費 55,344 - 222 27 3,393 - 58,988

支出金 2 397 - - - - 400

分担金 1,138 - - - - - 1,138

拠出金 903 - - - - - 903

補給金 921 - - - - - 921

独立行政法人運営費交付金 6,379 - - - - - 6,379

交付税及び譲与税配付金特別会計へ
の繰入

57,736 - - - - △ 57,736 -

エネルギー対策特別会計への繰入 9,980 - - - - △ 9,980 -

年金特別会計子ども・子育て支援勘
定への繰入

1,248,160 - - - - △ 1,248,160 -

自動車安全特別会計への繰入 42,141 - - - - - 42,141

年金特別会計業務勘定への繰入 - - - 1,649 - - 1,649

庁費等 88,414 - 719 135 24 - 89,293

その他の経費 23,721 14 186 0 389 - 24,313

減価償却費 59,968 - 14 501 - - 60,484

貸倒引当金繰入額 1,078 - - - 2 - 1,080

支払利息 478 - - - - - 478

資産処分損益 1,102 - - △ 8 - - 1,094

本年度業務費用合計 2,811,089 58,423 10,039 1,543,703 41,418 △ 1,315,876 3,148,798  
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(2) 補助金等の明細 

（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

原子力災害対策事業費補助
金

原子力発電施設所在都
道府県等

9,323

原子力災害対策指針に定める施設敷地緊急事
態又は全面緊急事態において、早期の避難が
困難である住民等が一時的に待避する施設等
を対象とした放射性物質等の防護対策に要す
る経費に対する補助

都市再生安全確保計画策定
事業費補助金

民間団体等 9
｢都市再生特別措置法｣に基づく都市再生安全
確保計画の策定に係る経費の民間団体等に対
する一部補助

被災者生活再建支援金補助
金

公益財団法人都道府県
会館

25,682

自然災害によりその生活基盤に著しい被害を
受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点
から拠出した基金を活用して支給される被災
者生活再建支援金に対する補助

特定地震防災対策施設運営
費補助金

都道府県 251
特定地震防災対策施設の運営に要する経費に
対する補助

対馬丸平和祈念事業推進費
補助金

沖縄県 19
対馬丸事件を後世代に伝え、対馬丸遭難学童
への哀悼と平和を祈念するための事業に要す
る経費に対する補助

沖縄科学技術大学院大学学
園補助金

沖縄科学技術大学院大
学学園

16,011
「沖縄科学技術大学学園法」第8条により、
業務に要する経費についての補助

沖縄科学技術大学院大学学
園施設整備費補助金

沖縄科学技術大学院大
学学園

4,440
沖縄科学技術大学院大学学園において世界最
高水準の教育研究を行うために必要な施設の
整備を行う経費に対する補助

駐留軍用地跡地利用推進事
業費補助金

市町村等 14
関係市町村等が実施する跡地利用推進のため
に必要不可欠な事業に対する補助

沖縄北部連携促進特別振興
事業費補助金

市町村等 1,032
北部地域の更なる連携を促進するための振興
事業に要する経費に対する補助

沖縄子供の貧困緊急対策事
業費補助金

沖縄県、市町村等 757
沖縄の子供の貧困に関する状況に緊急に対応
するために必要な経費に対する補助

民間資金等活用事業調査補
助金

都道府県 8

公共施設等運営事業等の導入に係る検討に要
する調査委託費を助成することにより、公共
施設等運営事業等の案件形成を促進する経費
に対する補助

地方創生支援事業補助金 民間団体 1,027
地方創生リーダーの人材育成・普及事業の民
間団体に対する補助

原子力施設等防災対策等交
付金

原子力発電施設等立地
道府県

8,265

原子力発電施設等の緊急時に備え、地方公共
団体の防災対策の強化を図るための緊急時連
絡網や防災活動資機材の整備、防災研修への
参加、防災訓練の実施、緊急事態応急対策等
拠点施設の整備等を実施。

北方地域旧漁業権者等貸付
事業費補助金

独立行政法人北方領土
問題対策協会

153

「北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に
関する法律」（昭和36年法律第162号）に基
づき、北方地域旧漁業権者等その他の者に対
し、漁業その他の事業及び生活に必要な資金
を融通することにより、これらの者の事業の
経営と生活の安定を図ることを目的とする独
立行政法人北方領土問題対策協会の北方地域
旧漁業権者等貸付事業を補助するために必要
な経費に対する補助

結婚新生活支援事業費補助
金

都道府県 61
低所得者を対象に、結婚に伴う新生活を経済
的に支援する地方公共団体に対する補助

子どものための教育・保育
給付費補助金

地方公共団体 3,199
「認可化移行運営費支援事業」及び「幼稚園
における長時間預かり保育運営費支援事業」
の実施に要する経費の一部補助

子どものための教育・保育
給付災害臨時特例補助金

地方公共団体 143

熊本地震の被災者に対し、市町村が子ども・
子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等
の利用者負担額の減免を実施した場合の減免
相当額について補助

子どものための教育・保育
事業費補助金

地方公共団体 700
教育・保育施設等の利用者の負担を軽減する
ため地方公共団体が行う制度管理システムの
改修に要する費用の一部補助

仕事・子育て両立支援事業
費補助金

民間団体等 79,644
「子ども・子育て支援法」第59条の2第1項の
規定に基づく補助

警察共済組合特定健康診
査・保健指導補助金

警察共済組合 3
「地方公務員等共済組合法」第113条の規定
により警察共済組合に要する経費の一部を補
助

都道府県警察施設整備費補
助金

都道府県 26,146
「警察法」第37条の規定により都道府県警察
に要する経費の一部を補助

＜補助金＞
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（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

千葉県警察成田国際空港警
備隊費補助金

千葉県 11,779
「警察法」第37条の規定により都道府県警察
に要する経費の一部を補助

都道府県警察費補助金 都道府県 31,750
「警察法」第37条の規定により都道府県警察
に要する経費の一部を補助

都道府県警察施設災害復旧
費補助金

県 219
「警察法」第37条の規定により都道府県警察
に要する経費の一部を補助

自然災害被災者債務整理支
援事業費補助金

一般社団法人全国銀行
協会

86
自然災害による被災者の債務整理支援に必要
な経費等に対する補助

個人債務者私的整理支援事
業費補助金

（社）個人版私的整理
ガイドライン運営委員
会

3

東日本大震災の影響によって既往債務を弁済
できない個人債務者の私的な債務整理を公正
かつ迅速に行うため、「東日本大震災からの
復興の基本方針」（平成23年7月29日東日本
大震災復興対策本部決定）に基づく個人債務
者の私的整理に関するガイドラインの運用支
援に要する経費に対する補助

災害救助費等負担金 都道府県 97,465

1.「災害救助法」第21条により、都道府県が
災害援助等の支払に要した費用の合計額が政
令で定める額以上となる場合において負担
2.「武力攻撃事態等における国民の保護のた
めの措置に関する法律」第168条により、地
方公共団体が災害援助等に支弁したもので政
令に定めるものについて負担

災害弔慰金等負担金 都道府県 700

「災害弔慰金の支給に関する法律」第7条2項
により、市町村が支給する災害弔慰金及び災
害障害見舞金に要する経費の一部を都道府県
に負担

子どものための教育・保育
給付費負担金

地方公共団体 664,503
「子ども・子育て支援法」第68条第1項の規
定による地方公共団体が支弁する子どものた
めの教育・保育給付の一部負担

地域再生戦略交付金 地方公共団体 1,057
地域の活力の再生を推進するために必要な地
域再生計画の策定・事業の実施に要する経費
に対する交付

地域活性化・地域住民生活
等緊急支援交付金

地方公共団体 45

「まち・ひと・しごと創生法」第9条第1項及
び第10条第1項の規定に基づき、地方公共団
体（都道府県及び市町村）による地方版総合
戦略の円滑かつ有効な策定と、これに関する
優良施策等の実施を支援するために必要な経
費を交付

地方創生加速化交付金 地方公共団体 91,295
地域のしごと創生に重点を置きつつ、一億総
活躍社会実現に向けた緊急対策にも資する、
効果の発現が高い事業に対する交付

不発弾等処理交付金 地方公共団体 2,316
不発弾等の処理を行う県及び市町村に対し交
付

沖縄振興特別推進交付金 地方公共団体 77,853

沖縄振興特定事業計画に基づく沖縄振興特定
事業の実施に要する経費に充てるため、内閣
府令で定めるところにより、予算の範囲内で
交付（「沖縄振興特別措置法」第105条の3第
2項）

拠点返還地跡地利用推進交
付金

地方公共団体 304
拠点返還地が所在する市町村が取り組む拠点
返還地の跡地利用の推進に資する事業に対す
る交付

地域女性活躍推進交付金 地方公共団体 359
地域の実情に応じて女性の活躍推進に資する
事業を実施する市町村に対する交付

地域子供の未来応援交付金 地方公共団体 201

子供の貧困対策に取り組む地方自治体によ
る、地域における実態調査、地域ネットワー
クの形成等の取組を包括的に支援に対する交
付

福島再生加速化交付金
福島県、市町村又は地
方公共団体の組合

2,552

東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う
避難指示等に伴い住民が避難したことにより
復興・再生に遅れが生じている地域の復興・
再生及び避難住民の早期帰還を促進するため

原子力施設等防災対策等交
付金

道府県 64
東日本大震災等により被害を受けた福島県及
び宮城県の緊急事態応急対策等拠点施設（オ
フサイトセンター）等の復旧等を支援する

＜交付金＞

＜負担金＞
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（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

特定非営利活動法人等被災
者支援交付金

岩手県、宮城県、福島
県

199

復興・被災者支援を図っていくため、特定非
営利活動法人等が被災者と被災者、被災者と
行政、被災者と支援者等を結びつける「絆力
（きずなりょく）」を活かして復興・被災者
支援を行う取組や、復興・被災者支援を行う
特定非営利活動法人等の絆力を強化するため
の取組に要する経費に対する補助

地方創生推進交付金 地方公共団体 19,943

「地域再生法」第５条第４項第１号イの規定
により地域再生計画に記載された地方公共団
体の自主的・主体的で先導的な事業の実施を
支援するために必要な経費を交付

地方創生拠点整備交付金 地方公共団体 36

「地域再生法」第５条第４項第１号イの規定
により地域再生計画に記載された地方公共団
体の自主的・主体的で先導的な事業及びそれ
と一体となって整備される未来への投資につ
ながる施設の新築、増築及び改築等の実施を
支援するために必要な経費を交付

沖縄振興公共投資交付金 沖縄県 62
「警察法」第37条の規定により都道府県警察
に要する経費の一部を交付

地方消費者行政推進交付金 都道府県 4,885

消費者行政の「現場」である地方公共団体が
行う消費者の安全・安心確保に向けた取組
を強力かつ安定的に支援するため、都道府県
に「地方消費者行政推進交付金」を交付

地域少子化対策重点推進交
付金

地方公共団体 2,029
地域における少子化対策強化に要する経費の
地方公共団体に対する交付金の交付

児童手当等交付金
地方公共団体
（市町村）

1,365,774
「児童手当法」第18条第1項の規定に基づく
交付金

子ども・子育て支援交付金
地方公共団体
（市町村）

87,509
「子ども・子育て支援法」第68条第2項の規
定に基づく交付金

子ども・子育て支援整備交
付金

地方公共団体
（市町村）

8,286
「子ども・子育て支援法」第68条第2項の規
定に基づく交付金

合計 2,648,185 　

 

 

(3) 交通安全対策特別交付金の明細 

（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

交通安全対策特別交付金 都道府県及び市町村 58,010
「道路交通法」の規定に基づく交通安全対策
特別交付金の交付

合計 58,010  
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(4) 委託費の明細 

（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

拉致被害者等生活相談等事
務委託費

地方公共団体 2
帰国被害者等の円滑な社会適応・早期自立促
進のための派遣形式による研修等の実施事務
の委託

遺棄化学兵器廃棄処理事業
等委託費

民間団体等 25,730
遺棄化学兵器の廃棄処理に必要な発掘回収等
の委託

経済調査等委託費 民間団体 4
中長期の経済運営の企画立案等に必要な基礎
資料収集調査等

地方創生支援委託費 民間団体等 75
地域活性化を図るための施策を推進するため
の委託

地域活性化支援業務委託費 地方公共団体等 1,450 地域産業全体の活性化を図るための委託

科学技術基礎調査等委託費 民間団体等 105
総合科学技術・イノベーション会議及び、原
子力委員会の審議等に資する調査の委託

科学技術イノベーション創
造推進委託費

民間団体等 811
戦略的イノベーション創造プログラムに係る
調査等の委託

社会保障・税番号制度シス
テム開発等委託費

民間団体等 949
社会保障・税番号制度のシステムの開発等を
委託

沖縄振興開発調査委託費 民間団体等 134
今後の沖縄振興につなげるため、駐留軍用地
跡地に関する調査及び沖縄県北部地域大型観
光拠点の推進に関する調査・検討を行う。

鉄軌道等導入課題詳細調査
委託費

民間団体等 65

沖縄県の交通体系については、様々な課題を
抱えているため、鉄軌道をはじめとする新た
な公共交通システムの導入に向けた諸課題に
ついて詳細に調査を行う

所有者不明土地実態調査等
委託費

沖縄県 185

沖縄県における所有者不明土地問題の解決に
向けた検討を進めるため、所有者不明土地の
範囲の確定、実態の把握、真の所有者の探索
等に係る調査を行う

対馬丸遭難学童遺族特別支
出金支給事務委託費

沖縄県 0
対馬丸遭難学童遺族特別支出金の支給に関
し、請求書の受付、調査、連絡通知等の事務
委託

位置境界明確化調査等委託
費

沖縄県 6

「沖縄県の区域内における位置境界不明地域
内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関す
る特別措置法」第25条及び同法施行令第16条
第3項の規定に基づき沖縄県知事が行う位置
境界明確化調査等

沖縄振興推進調査委託費 民間団体・県 32

沖縄の振興開発を進める上で重要な諸課題に
ついて、迅速に適切な解決策や展開方策等を
検討することが可能となるよう、駐留軍用地
実地調査等を行う

食品健康影響評価技術研究
委託費

民間団体等 191
食品健康影響評価の的確な実施に資するため
の評価基準の策定等に関する研究の委託

経済調査等地方公共団体委
託費

地方公共団体 22
各種経済政策の基礎となる国民所得等の調査
ならびに国民経済計算体系の整備促進のため
の調査

経済調査等委託費 民間団体 81 国際共同研究の推進のための経費

原子力施設等防災対策等委
託費

国立研究開発法人等 222

原子力災害対策重点地域において、地方公共
団体が策定する地域防災計画及び避難計画等
の策定支援、防護措置を検討するための技術
的知見の整備等を実施。また、原子力災害に
対応する地方公共団体職員等に対して、放射
線影響や原子力防災に関する基礎的知識の習
得等を目的とした研修、原子力防災の充実を
図るため、国際機関や関係国における原子力
防災の動向を調査するとともに、訓練の相互
招待や国際的な訓練を実施。

避難指示区域入域管理等委
託費

民間事業者 3,393

帰宅困難区域内の住宅、田畑、墓地等の維持
管理などのために入域を希望する住民及び当
該区域内の（広域的な）公共施設等の復旧や
防災・防犯対策のために入域を希望する復旧
作業員、消防官・警察官等について、安全な
入域を確保するために必要な被ばく管理等を
委託。

地方創生推進委託費 民間団体等 98
地域活性化に資する施策に関する調査分析の
委託

宇宙開発利用推進調査委託
費

民間団体等 256
宇宙開発利用推進に資する施策に関する調査
分析の委託  
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（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

実用準天頂衛星システム開
発等委託費

民間団体等 24,402
「宇宙基本計画」（平成28年4月1日閣議決
定）に基づき、実用準天頂衛星システムのう
ち、衛星システムの開発整備の委託

国有財産管理業務委託費 民間団体等 27
旧国立総合児童センターの土地・建物に係る
管理業務を民間団体等に委託

応募認定退職者等再就職支
援委託費

民間団体 15
早期退職希望者の募集に応募して応募認定退
職をする者に対して再就職支援実施事務の委
託

消費税転嫁等対策委託費 民間団体 389 消費税の転嫁拒否等の調査に係る業務の委託

社会保障・税番号制度シス
テム開発等委託費

民間団体 164 社会保障・税番号制度システム開発事業

国際会計基準事務委託費
公益財団法人財務会計
基準機構

25
国際会計基準審議会等の議論への対応事務等
の委託

合計 58,988  

 

(5) 支出金の明細 

（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

対馬丸遭難学童遺族特別支
出金

遭難学童の遺族 2
学童疎開船対馬丸の遭難に伴う死没学童の遺
族に対し支給する特別支出金

通告書送付費支出金 都道府県 397
「道路交通法」の規定に基づく通告書送付費
支出金の支出

合計 400 　  

 

(6) 分担金の明細 

（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

国際学術連合会議等分担金 学術団体 109 国際学術連合会議定款第ⅩⅡ章第41条等

国際競争組織分担金
国際競争ネットワーク
（ICN）

0
国際競争ネットワーク（ICN）運営のために
必要な経費の分担金の負担

国際刑事警察会議等分担金 国際刑事警察機構等 989
「国際刑事警察機構憲章」第38条の規定等に
よる分担金の負担

証券監督者国際機構等分担
金

証券監督者国際機構等 39
証券監督者国際機構規約第26条等による分担
金の負担

合計 1,138 　  

 

(7) 拠出金の明細 

（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

国際機関等拠出金 国際機関等 500
国際機関等と協力し日本関連のシンポジウム
等を開催して、日本理解の促進を図るために
必要な経費の拠出

経済協力開発機構拠出金 経済協力開発機構 37
経済協力開発機構による東南アジア各国に対
する経済審査に要する経費の拠出

国際防災戦略事務局拠出金 国際防災戦略事務局 95

国際連合（国際防災戦略（UN/ISDR））主催
の国際防災世界会議の成果評価活動及び新た
な国際的な防災施策の指針・枠組策定に要す
る経費の拠出

経済協力開発機構拠出金 経済協力開発機構 6
幼児教育・保育施設に関する調査に要する経
費の拠出

国際機関等拠出金 国際機関等 0
アジア太平洋プライバシー執行機関（APPA）
への参加に必要な経費の拠出

監査監督機関国際フォーラ
ム拠出金

監査監督機関国際
フォーラム

127
平成29年４月東京に開設される監査監督機関
国際フォーラム（IFIAR)の常設事務局及びそ
の後の円滑な運営のために要する経費の拠出

政府開発援助経済協力開発
機構等拠出金

経済協力開発機構等 109
経済協力開発機構が行う非加盟国（特にアジ
ア新興市場国）に対する金融セクター改革の
ための技術支援等に必要な資金等に係る拠出

経済協力開発機構拠出金 経済協力開発機構 26
消費者政策委員会（OECD/CCP）が行う消費者
保護問題に関わるプロジェクト事業のために
必要な経費の拠出

合計 903  
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(8) 補給金の明細 

（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

沖縄振興開発金融公庫補給
金

特殊法人沖縄振興開発
金融公庫

1
沖縄振興開発金融公庫の業務の円滑な運営に
資するための補給金

地域再生支援利子補給金
内閣総理大臣が指定す
る金融機関

269
「地域再生法」第14条及び第15条に基づき、
事業者に対し指定金融機関が行う融資に対す
る利子補給金

総合特区支援利子補給金
内閣総理大臣が指定す
る金融機関

651
「総合特別区域法」第28条及び第56条に基づ
き、事業者に対し指定金融機関が行う融資に
対する利子補給金

合計 921 　  

 

(9) 独立行政法人運営費交付金の明細 

（単位：百万円）

相手先 金額 支出目的

国立公文書館 2,019
「独立行政法人通則法」第46条の規定により、独立行政法人の業務
の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部の交付

北方領土問題対策協会 1,236 同上

国民生活センター 3,124 同上

合計 6,379 　  
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３ 資産・負債差額増減計算書の内容に関する明細 

(1) 会計別の資産・負債差額の増減の明細 

（単位：百万円）

一般会計
交付税及び譲
与税配付金特

別会計

エネルギー対
策特別会計

（電源開発促
進勘定）

年金特別会計
（子ども・子
育て支援勘

定）

東日本大震災
復興特別会計

相殺消去 合算合計

Ⅰ　前年度末資産・負債差額 801,120 9,587 10,145 91,226 14,120 - 926,199

Ⅱ　本年度業務費用合計 △ 2,811,089 △ 58,423 △ 10,039 △ 1,543,703 △ 41,418 1,315,876 △ 3,148,798

Ⅲ　財源 2,852,550 57,738 9,983 1,597,768 39,658 △ 1,315,876 3,241,822

主管の財源 98,092 - - - - - 98,092

配賦財源 2,754,458 - - - 32,986 - 2,787,444

自己収入 - 1 3 349,608 6,672 - 356,285

他会計からの受入 - 57,736 9,980 1,248,160 - △ 1,315,876 -

Ⅳ　無償所管換等 17,488 - 0 △ 6,963 1,624 - 12,149

Ⅴ　資産評価差額 28,123 - - 2,597 - - 30,721

Ⅵ　本年度末資産・負債差額 888,192 8,901 10,089 140,925 13,986 - 1,062,094  

 

(2) 財源の明細 

① 主管の財源の明細 

（単位：百万円）

款 項 相手先 金額

官業収入 病院収入 39

小計 39

回収金等収入 東日本大震災復興放射性物質汚
染対策緊急除染等事業費回収金
収入

6,890

小計 6,890

国有財産利用収入 国有財産貸付収入 917

国有財産使用収入 715

利子収入 0

小計 1,633

納付金 雑納付金 法人等 17,393

小計 17,393

諸収入 特別会計受入金 自動車安全特別会計 125

許可及手数料 139

懲罰及没収金 57,736

弁償及返納金 14,038

物品売払収入 11

雑入 82

小計 72,134

98,092合計  
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② 特別会計の財源の明細 

（単位：百万円）

特別会計 区分 財源の内容 金額

その他の財源 1

小計 1

1

その他の財源 3

小計 3

3

業務対価見合収入 342,511

運用益 3

その他の財源 7,093

小計 349,608

349,608

その他の財源 6,672

小計 6,672

6,672

356,285合計

交付税及び譲与税配付金特別
会計

自己収入

合計

エネルギー対策特別会計電源
開発促進勘定

自己収入

合計

東日本大震災復興特別会計 自己収入

合計

年金特別会計 自己収入

合計

 

 

(3) 無償所管換等の明細 

（単位：百万円）

区分 相手先 金額 資産等の内容 所管換等の理由 備考

衆議院一般会計 1,236 土地等 所管換

財務省一般会計 1,074 土地等 売払等

国土交通省一般会計 2 船舶 所管換

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 12,294 物品 所管換

年金特別会計 △ 6,967 未収金 所管換

小計 7,640

衆議院一般会計 △ 732 土地等 引継等

財務省一般会計 △ 1,736 土地等 引継等

財政投融資特別会計特定国有財産整備勘
定

△ 1,339 土地等 所管換

東日本大震災復興特別会計 △　0 その他の債務 所管換

小計 △ 3,808

財政投融資特別会計特定国有財産整備勘
定

1,205

小計 1,205

財政投融資特別会計特定国有財産整備勘
定

61

小計 61

3 土地 誤謬訂正

△ 35 工作物 誤謬訂正

37 無形固定資産 誤謬訂正

337
退職給付引当
金

誤謬訂正

1 その他の債務 誤謬訂正

1,624 その他の財源 誤謬訂正

小計 1,970

その他 △ 13 土地 実測等

104 工作物 報告漏れ等

4,989 物品 報告漏れ等

小計 5,080

12,149

財産の無償所管換等
（受）

財産の無償所管換等
（渡）

誤謬訂正

合計

財政投融資特別会計特
定国有財産整備勘定へ
の前渡不動産差額

財政投融資特別会計特
定国有財産整備勘定へ
の未渡不動産差額
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(4) 資産評価差額の明細 

 

（単位：百万円）

区分
評価差額の戻

入
本年度発生額 本年度増減額 評価差額の発生原因

有形固定資産

　国有財産（公共用財産を除く） - 29,612 29,612 　

  　行政財産 - 27,014 27,014

　　　土地 - 26,991 26,991 国有財産台帳の価格改定

　　　立木竹 - 23 23 国有財産台帳の価格改定

  　普通財産 - 2,597 2,597

　　　土地 - 2,597 2,597 国有財産台帳の価格改定

　　　立木竹 - 0 0 国有財産台帳の価格改定

無形固定資産

　国有財産 - △ 0 △ 0  

  　行政財産 - △ 0 △ 0  

　　　特許権等 - △ 0 △ 0 国有財産台帳の価格改定

出資金

（市場価格のないもの） △ 26,875 27,985 1,109 国有財産台帳の価格改定

合計 △ 26,875 57,596 30,721  
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４ 区分別収支計算書の内容に関する明細 

(1) 会計別の区分別収支の明細 

（単位：百万円）

一般会計
交付税及び譲
与税配付金特

別会計

エネルギー対
策特別会計

（電源開発促
進勘定）

年金特別会計
（子ども・子
育て支援勘

定）

東日本大震災
復興特別会計

相殺消去 合算合計

Ⅰ業務収支

１財源

主管の収納済歳入額 94,024 - - - - - 94,024

配賦財源 2,754,458 - - - 32,986 - 2,787,444

自己収入 - 1 3 342,632 8,297 - 350,934

他会計からの受入 - 57,736 9,980 1,252,115 - △ 1,319,831 -

貸付金の回収による収入 - - - - 739 - 739

固定資産の売却による収入 - - - 8 - - 8

前年度剰余金等受入 - 9,587 10,530 39,935 - - 60,052

資金からの受入（予算上措置されたもの） - - - 341 - - 341

財源合計 2,848,482 67,325 20,513 1,635,032 42,022 △ 1,319,831 3,293,544

２業務支出

(1)業務支出（施設整備支出を除く）

人件費 △ 153,257 - △ 591 △ 182 - - △ 154,031

補助金等 △ 1,061,095 - △ 8,265 △ 1,545,326 △ 37,608 - △ 2,652,296

交通安全対策特別交付金 - △ 58,010 - - - - △ 58,010

委託費 △ 55,344 - △ 222 △ 27 △ 3,393 - △ 58,988

支出金 △ 2 △ 397 - - - - △ 400

分担金 △ 1,142 - - - - - △ 1,142

拠出金 △ 903 - - - - - △ 903

補給金 △ 799 - - - - - △ 799

独立行政法人運営費交付金 △ 6,379 - - - - - △ 6,379

交付税及び譲与税配付金特別会計への繰
入

△ 57,736 - - - - 57,736 -

エネルギー対策特別会計への繰入 △ 9,980 - - - - 9,980 -

年金特別会計子ども・子育て支援勘定へ
の繰入

△ 1,252,115 - - - - 1,252,115 -

自動車安全特別会計への繰入 △ 42,141 - - - - - △ 42,141

年金特別会計業務勘定への繰入 - - - △ 1,649 - - △ 1,649

貸付けによる支出 △ 582 - - - △ 606 - △ 1,189

出資による支出 △ 55,000 - - - - - △ 55,000

庁費等の支出 △ 105,263 - △ 727 △ 140 △ 24 - △ 106,155

その他の支出 △ 23,721 △ 14 △ 186 △　0 △ 389 - △ 24,313

業務支出（施設整備支出を除く）合計 △ 2,825,466 △ 58,423 △ 9,994 △ 1,547,326 △ 42,022 1,319,831 △ 3,163,401

(2)施設整備支出

立木竹に係る支出 △ 3 - - - - - △ 3

建物に係る支出 △ 2,099 - - - - - △ 2,099

工作物に係る支出 △ 3,244 - - - - - △ 3,244

航空機に係る支出 △ 3,893 - - - - - △ 3,893

建設仮勘定に係る支出 △ 2,793 - - - - - △ 2,793

施設整備支出合計 △ 12,033 - - - - - △ 12,033

業務支出合計 △ 2,837,500 △ 58,423 △ 9,994 △ 1,547,326 △ 42,022 1,319,831 △ 3,175,435

業務収支 10,982 8,901 10,519 87,705 - - 118,108

Ⅱ財務収支

　リース債務の返済による支出 △ 7,851 - - - - - △ 7,851

　ＰＦＩ債務の返済による支出 △ 2,652 - - - - - △ 2,652

　利息の支払額 △ 478 - - - - - △ 478

財務収支 △ 10,982 - - - - - △ 10,982

本年度収支 - 8,901 10,519 87,705 - - 107,126

資金への繰入（決算処理によるもの） - - - △ 18,037 - - △ 18,037

翌年度歳入繰入 - 8,901 10,519 69,667 - - 89,088

資金本年度末残高 - - - 59,132 - - 59,132

その他歳出外現金・預金本年度末残高 111 - - - - - 111

本年度末現金・預金残高 111 8,901 10,519 128,800 - - 148,332  
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(2) 財源の明細 

① 主管の収納済歳入額の明細 

（単位：百万円）

款 項 相手先 金額

官業収入 病院収入 39

小計 39

国有財産処分収入 国有財産売払収入 1,219

小計 1,219

回収金等収入 貸付金等回収金収入 829

東日本大震災復興放射性物質汚
染対策緊急除染等事業費回収金
収入

6,890

小計 7,720

国有財産利用収入 国有財産貸付収入 921

国有財産使用収入 715

利子収入 0

小計 1,637

納付金 雑納付金 法人等 11,083

小計 11,083

諸収入 特別会計受入金 自動車安全特別会計 125

許可及手数料 139

懲罰及没収金 57,736

弁償及返納金 14,040

物品売払収入 199

東日本大震災復興物品売払収入 0

雑入 81

小計 72,323

94,024合計  
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② 特別会計の財源の明細 

（単位：百万円）

特別会計 区分 財源の内容 金額

その他の収入 1

小計 1

前年度剰余金受入 9,587

小計 9,587

9,588

その他の収入 3

小計 3

前年度剰余金受入 10,530

小計 10,530

10,533

業務対価見合収入 335,543

運用収入 3

その他の収入 7,085

小計 342,632

固定資産の売却による収入 8

小計 8

前年度剰余金受入 39,935

小計 39,935

資金からの受入（予算上措置されたもの） 341

小計 341

382,917

その他の収入 8,297

小計 8,297

貸付金の回収による収入 739

小計 739

9,036

412,075

交付税及び譲与税配付金特別
会計

自己収入

合計

エネルギー対策特別会計電源
開発促進勘定

自己収入

合計

前年度剰余金受入

合計

年金特別会計 自己収入

資金からの受入（予
算上措置されたも
の）

合計

固定資産の売却によ
る収入

前年度剰余金受入

貸付金の回収による
収入

東日本大震災復興特別会計 自己収入

合計

前年度剰余金受入

 

 

(3) 資金の明細  

（単位：百万円）

資金名 前年度末残高 本年度増加額 本年度減少額 本年度末残高

積立金 41,436 18,037 341 59,132

合計 41,436 18,037 341 59,132  

 

(4) その他歳計外現金･預金の増減の明細  

 

（単位：百万円）

内容 金額

前年度末残高 103

本年度受入 43

本年度払出 35

本年度末残高 111  
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参考情報 

 

１ 内閣府の所掌する業務の概要 

 

内閣府は、内閣機能強化の観点から、「内閣官房を助けて内閣の重要施策に関する企画立案及び総合調整」、

「内閣総理大臣が担当することがふさわしい行政事務の処理」等を行うことを任務とする機関であり、内閣

府本府の他、宮内庁、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、金融庁及び消費者庁という

外局等から構成されています。 

  なお、所掌事務は、次のとおりです。 

 

【内閣府本府】 

 内閣府本府は、本府、重要施策に関する会議（中央防災会議等）、特別の機関（北方対策本部等）及び地

方支分部局（沖縄総合事務局）等からなり、主な事務として、短期及び中期の経済運営、男女共同参画社会

の形成の促進、消費生活及び市民活動に関係する施策を中心とした国民生活の安定及び向上、沖縄の振興及

び開発、北方領土問題の解決の促進及び災害からの国民の保護等に関する企画及び立案並びに総合調整を行

っています。 

 

【宮内庁】 

 宮内庁は、皇室関係の国家事務及び天皇の国事に関する行為に係る事務等を処理しています。 

 

【公正取引委員会】 

 公正取引委員会は、独占禁止法を運用するために設置された機関で、独占禁止法の補完法である下請法の

運用も行っています。 

 

【国家公安委員会・警察庁】 

 国家公安委員会は、警察庁を管理（大綱方針を定め、それに即して監督すること）し、警察庁は、広域組

織犯罪に対処するための警察の態勢、犯罪鑑識、犯罪統計等警察庁の所掌事務について都道府県警察を指揮

監督しています。 

 

【個人情報保護委員会】 

 個人情報保護委員会は、特定個人情報保護委員会が担ってきたマイナンバー（個人情報）の適正な取扱い

の確保を図るための業務を全部引き継ぐとともに、新たに個人番号保護法を所管し、個人情報の有用性に配

慮しつつ、その適正な取扱いを確保するために必要な指導・助言等の措置を講ずることを任務としています。 

 

【金融庁】 

 金融庁は、金融制度に関する企画立案や、銀行、保険会社、証券会社等に対する検査・監督等を通じて、

わが国金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者等の保護を図るとともに金融の

円滑化を図っています。 

 

【消費者庁】 

 消費者庁は、消費者の利益の擁護及び推進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保

並びに消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示に関する事務を行っています。 
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２ 内閣府の組織及び定員 
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施設等機関  正倉院事務所

 御料牧場

地方支分部局  京都事務所

 庭 園 課
 大 膳 課
 車 馬 課
 宮殿管理官

 御用邸管理事務所（３箇所）
 皇居東御苑管理事務所

 編 修 課
 陵 墓 課

 陵墓監区事務所（５箇所）

管 理 部  管 理 課
 工 務 課

宮　内　庁 内 部 部 局 東 宮 職

式 部 職

書 陵 部  図 書 課

 報 道 室

 宮 務 課
 主 計 課
 用 度 課
 宮内庁病院

侍 従 職

宮内庁組織図（平成28年度末）

年度末定員　　1,009人

長官官房  秘 書 課
 調査企画室

 総 務 課
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公正取引委員会組織図（平成２８年度）
　

（年度末定員８４5人）

（88人）

（5人） （840人） （197人）

（122人）

（5人）

（376人）

（54人）

（173人）

地方事務所 ５

 （北海道・東北･中部・近畿

　 中国四国・九州）

支所 ２

  （中国・四国）

審   査   局

犯則審査部

官　　　　 房

公正取引委員会 事務総局 経済取引局

審判官
取引部
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年度末定員　　8,428人

国家公安委員会組織図（平成28年度）

国家公安委員会

警      察      庁

長官官房 生活安全局 刑事局 交通局 警備局 情報通信局

皇 宮 警 察
本         部

地方機関

組 織 犯 罪
対   策   部

外事情報部

警察大学校

科 学 警 察
研   究   所
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年度末定員：６４名

（委員長１名，委員４名）

個人情報保護委員会 事務局 総務課

個人情報保護委員会組織図（平成２８年度）

参事官
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会
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長
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開 示 検 査 課

特 別 調 査 課

総 務 試 験 室

審 査 検 査 室

証 券 課

総 務 課

市 場 分 析 審 査 課

証 券 検 査 課

証 券 検 査 監 理 官

取 引 調 査 課

企 画 審 査 課

検 査 監 理 官

総 務 課

銀 行 第 一 課

銀 行 第 二 課

保 険 課

総 括 審 議 官

審 議 官

参 事 官

次  長

総 務 課

政 策 課

企 画 課

市 場 課

企 業 開 示 課

総 務 課
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（内部部局）

長官

総
務
課

消
費
者
政
策
課

消
費
者
制
度
課

消
費
者
教
育
・
地
方
協
力
課

消
費
者
調
査
課

次長

審議官（４）

参事官（１）

年度末定員　：　３２０名

　消費者庁組織図(平成２８年度）

消
費
者
安
全
課

取
引
対
策
課

表
示
対
策
課

食
品
表
示
企
画
課

消費者庁
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３ 内閣府における会計・独立行政法人等の間の財政資金の流れ 

 

独立行政法人国立公文書館施設整備費補
助金（-）

沖縄振興開発金融公庫出資金(-）

沖縄科学技術大学院大学学園施設整備費
補助金（4,440百万円）

一般会計

沖縄科学技術大学院大学学園補助金
（16,011百万円）

北方地域旧漁業権者等貸付事業費補助金
（153百万円）

国立研究開発法人日本医療研究開発機構
出資金（55,000百万円） 国立研究開発法人日本医

療研究開発機構

独立行政法人国立公文書
館

独立行政法人国立公文書館運営費交付金
（2,019百万円）

独立行政法人国民生活センター運営費交付
金（3,124百万円）

独立行政法人北方領土問題対策協会一般
業務勘定運営費交付金（1,236百万円）

独立行政法人国民生活セ
ンター

沖縄振興開発金融公庫補給金（1百万円）

沖縄振興開発金融公庫

沖縄科学技術大学院大学
学園

独立行政法人北方領土問題対策協会施設
整備費補助金（-）

預金保険機構出資金(-）

預金保険機構

独立行政法人北方領土問
題対策協会
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４ 平成 28 年度歳入歳出決算の概要 

(1) 平成 28 年度内閣府の歳入決算 

   歳入予算額 1,479,331 百万円に対し、徴収決定済額は 1,478,029 百万円、収納済歳入額は 1,469,878

百万円であった。 

（単位：百万円）

会　　計　　名 歳入予算額 徴収決定済額 収納済歳入額

一般会計 99,306 102,167 94,024
交付税及び譲与税配付金特別
会計

74,197 67,325 67,325

エネルギー対策特別会計
電源開発促進勘定

14,148 3 3

年金特別会計
子ども・子育て支援勘定

1,279,260 1,299,496 1,299,488

東日本大震災復興特別会計 12,418 9,036 9,036

計 1,479,331 1,478,029 1,469,878  

 

(2) 平成 28 年度内閣府の歳出決算 

   歳出予算現額 4,838,941 百万円に対し、支出済歳出額は 4,448,238 百万円、翌年度繰越額は 234,188

百万円、不用額は 156,514百万円であった。 

（単位：百万円）

会　　計　　名 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不用額

一般会計 3,153,309 2,848,482 232,199 72,627
交付税及び譲与税配付金特別
会計

492 412 - 80

エネルギー対策特別会計
電源開発促進勘定

14,243 9,994 320 3,928

年金特別会計
子ども・子育て支援勘定

1,614,531 1,547,326 1,252 65,952

東日本大震災復興特別会計 56,364 42,022 415 13,926

計 4,838,941 4,448,238 234,188 156,514  
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５ 公債関連情報 

   一般会計の公債の発行・管理は財務省の所掌する業務であるため、公債及び利払費等については財務

省に計上されている。しかし、各省庁の業務実施の財源の一部は公債で調達されていることから、各省

庁の負担と考えられる公債関連の計数を複数の仮定計算に基づき算定し、公債関連情報として開示して

いる。仮定計算に基づく数字であるため、各省庁の省庁別財務書類に負債計上するものではない。 

 

 ① 財務省において計上されている会計年度末の公債残高、当該年度に発行した公債額（借換債を除く。）

及び当該年度の利払費は以下のとおりである。 

・会計年度末の公債残高                         7,993,081億円 

  ・当該年度に発行した公債額                         380,345 億円 

  ・当該年度の利払費                              71,633 億円 

 

 ② 財務省において計上されている①の計数を公債発行対象経費及び歳出決算額を基礎として各省庁に配

分を行った場合、当省に配分される額は以下のとおりである。 

・会計年度末の公債残高のうち内閣府配分額            130,828 億円 

  ・当該年度に発行した公債額のうち内閣府配分額           14,359 億円 

 ・当該年度の利払費のうち内閣府配分額                    1,135億円 
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